
四日市市訓令第５号 

                               庁 中 一 般 

                               各  公  所 

四日市市文書管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年３月３１日 

                     四日市市長  森  智 広     

 

四日市市文書管理規程の一部を改正する規程 

 四日市市文書管理規程（平成２０年四日市市訓令第７号）の一部を次のように改正

する。 

 

改正後 改正前 

（文書の受領） （文書の受領） 

第１６条 執務時間外に市役所に到達し

た文書及び物品は、次の方法により当直

員が処理するものとする。 

第１６条 執務時間外に市役所に到達し

た文書及び物品は、次の方法により当直

員が処理するものとする。 

(1)から(4)まで （略） (1)から(4)まで （略） 

(5) 前号の文書又は物品について関係

者から要求があるときは、それぞれの

受領簿により、当該関係者に交付し、

その受領印又は署名を徴すること。 

(5) 前号の文書又は物品について関係

者から要求があるときは、それぞれの

受領簿により、当該関係者に交付し、

その受領印を徴すること。 

(6) （略） (6) （略） 

  

（保存期間） （保存期間） 

第４３条 公文書の保存期間は、３０年、

１０年、７年、５年、３年、１年又は１

年未満とする。ただし、法令又はこの規

程により特別の定めが設けられている

場合にあっては、当該定めによる。 

第４３条 公文書の保存期間は、３０年、

１０年、７年、５年、３年、１年又は１

年未満とする。ただし、法律等の規定に

より特別の定めが設けられている場合

にあっては、当該定めによる。 

２から４まで （略） ２から４まで （略） 

  



（電子行政文書化等による公文書の保

存） 

（マイクロフィルムによる公文書の保

存） 

第４７条 簿冊に編さんした公文書のう

ち主務課長が必要と認めるものについ

ては、電子行政文書化を行い、当該公文

書に代えて保存することができる。この

場合において、電子行政文書化後の電子

文書の保存期間は、元の公文書の保存期

間を引継ぐものとする。 

２ 前項の規定により電子行政文書化を

した場合における当該電子行政文書化

の意思決定にかかる文書の保存期間は、

第４３条の規定にかかわらず、当該電子

行政文書化後の電子文書が元の公文書

から引き継いだ残りの期間とする。 

第４７条 簿冊に編さんした公文書のう

ち主務課長が必要と認めるものについ

ては、マイクロフィルムに撮影し、当該

公文書に代えて保存することができる。

この場合、総務課長の承認を受けるもの

とする。 

３ 簿冊に編さんした公文書のうちその

他の保存方法が適さないと主務課長が

認めるものについては、マイクロフィル

ムに撮影し、当該公文書に代えて保存す

ることができる。この場合、総務課長の

承認を受けるものとする。 

 

 

 第３号様式から第７号様式までを次のように改める。 

 

 



第３号様式(第９条関係) 

書留受付簿          (    年度分) 

収受月日 
発信者 受信者/主務課 

受領印 

又は署名 
お問い合わせ番号 

取扱者印 

又は署名 種 別 

    
  

   
    

 課 

    
  

   
    

 
課 

    
  

   
    

 
課 

    
  

   
    

 課 

    
  

   
    

 課 

    
  

   
    

 課 

    
  

   
    

 課 

    
  

   
    

 
課 

    
  

   
    

 
課 

    
  

   
    

 課 

    
  

   
    

 課 

    
  

   
    

 課 

    
  

   
    

 課 

    
  

   
    

 
課 

    
  

   
    

 
課 

 

 

 

 



第４号様式（第９条関係） 

電 報 受 付 簿（  年度分） 

 

収 受 月 日 発 信 者 受 信 者 主 管 課 
受 領 印 

又は署名 
取扱番号 

取扱者印

又は署名 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 

第５号様式(第９条関係) 

物品配付簿         (    年度分) 

収受月日 
発信者 受信者/主務課 お問い合わせ番号 

取扱者印

又は署名 種 別 

   
  

  
    

 課 

   
  

  
    

 課 

    
  

  
    

 課 

   
  

  
    

 課 

   
  

  
    

 課 

   
  

  
    

 課 

   
  

  
    

 課 

   
  

  
    

 課 

   
  

  
    

 課 

   
  

  
    

 課 

   
  

  
    

 課 

   
  

  
    

 課 

   
  

  
    

 課 

   
  

  
    

 課 

   
  

  
    

 課 



第６号様式（第９条関係） 

重 要 文 書 使 送 簿 （          ） 

送 付 先 

種 別 金額又は数量 摘 要 

差 出 課 所 名 文書集配室 

受領印 

又は署名 
受領年月日 あ て 名 差出年月日 課 所 名 

取扱者印

又は署名 

確認者印

又は署名 
 

 年 月 日 

    

年 月 日     

               

               

               

               

               

               

               

               

               



第７号様式（第９条関係） 
文 書 整 理 簿 

 

収 発 区 分 
収 受 文 書 の 記 号 ・

番 号 ・ 年 月 日 
発 信 者 受 信 者 

受 領 印 

又は署名 

処 理 経 過 

月 日 一般文書 指 令 

番 号 件 名 月／日 摘要 枝 番 月/日 処 分 

収･発･経由   ・ ・ 

    

 ／ 
許 可 
承 認 
交 付   

 
  ／  

収･発･経由   ・ ・ 

    

 ／ 
許 可 
承 認 
交 付   

 
  ／  

収･発･経由   ・ ・ 

    

 ／ 
許 可 
承 認 
交 付   

 
  ／  

収･発･経由   ・ ・ 

    

 ／ 
許 可 
承 認 
交 付   

 
  ／  

収･発･経由   ・ ・ 

    

 ／ 
許 可 
承 認 
交 付   

 
  ／  

収･発･経由   ・ ・ 

    

 ／ 
許 可 
承 認 
交 付   

 
  ／  

収･発･経由   ・ ・ 

    

 ／ 
許 可 
承 認 
交 付   

 
  ／  

 

 

 



 第１２号様式を次のように改める。 

 

 



第 12号様式（第 15条関係） 

普 通 文 書 受 領 簿（  年度分） 

 

当

直

員 

収受
月日 

文 書 種 別 （Ａ） Ａ欄のうちより、当直中
に関係者に交付した文書
の種別、あて名、通数 
受領者印又は署名 

 文書
集配室
担当者 封書 はがき 速達 宅配 持込 その他 

印又は署名 

  
通 通 通 個 

   

印又は署名 印又は署名 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 （四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規程の一部改正） 

２ 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規程（令和３年四日市市訓令第

３号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる規程の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に掲げ

る手続又は様式については、当該規程の規定に関わらず、押印を要しないものとす

る。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 

規則名 手続又は様式 備考 

職員の服務の宣誓実施規程（昭和

２６四日市市訓令甲第１号） 

 （略） 

 （略） 

  

 

改正前 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる規程の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に掲げ

る手続又は様式については、当該規程の規定に関わらず、押印を要しないものとす

る。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 

規則名 手続又は様式 備考 

四日市市文書管理規程（平成２０

年四日市市訓令第７号） 

第５号様式、第６号様式

及び第１２号様式 

署名その他確認をし

たことの表示をした

場合に限る。 

職員の服務の宣誓実施規程（昭和

２６四日市市訓令甲第１号） 

 （略） 

 （略） 

  



 

（総務部総務課） 

 


